
2026年３月
日東電工健康保険組合

さて、「健保だより」は、2026年度の健康・介護保険料率と子ども・子育て支援金率について
掲載しております。

2026年2月9日開催の組合会において、2026年度の健康保険・介護保険料率と子ども・子
育て支援金率（国の「子ども・子育て支援金制度」への負担金）につきまして下記の通り承認
されましたので、お知らせいたします。

料率徴収
被保険者区 分

一般被保険者事業主(会社)

4.65%4.65%9.30%全 員
変更
なし

健康保険料率

0.95%0.95%1.90%40歳以上※1介護保険料率

0.12%0.12%0.24％※2全 員新設子ども・子育て支援金率

記

1. 2026年度の保険料率

２. 子ども・子育て支援金率の適用（2026年4月保険料～）

2026年５月給与から適用給与
一般被保険者
(従業員)

2026年４月賞与から適用賞与

2026年4月保険料から適用（会社負担なし）任意継続被保険者

３. 子ども・子育て支援金率の新設に伴う一般被保険者の負担増加額（年額）

※1 介護保険料は40～65歳未満の被保険者及び40～65歳未満の被扶養者を扶養する被保険者が徴収対象となります。
※2 予算編成上の措置等を踏まえ、料率は0.24%とさせていただいております。(国の支援金率にプラス0.01％を設定）

(年額)

1

(例)年収400万円の方で、年間約5千円の負担増となります。

子ども･子育て支援金
(0.12%)

介護保険料
(0.95%)

健康保険料
(4.65%)年収区分

(例) 4.8K¥38K¥186K¥400万円

8.4K¥67K¥326K¥700万円

12.0K¥95K¥465K¥1,000万円



４. 子ども・子育て支援金制度について

2

以 上

<茨>（健保）


